
杉並区コーラス連盟会則コーラス連盟会則連盟会則

総　則

　第１条　本連盟は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。杉並区コーラス連盟会則コーラス連盟会則連盟と称し、事務所は会長宅に置く。称し、事務所は会長宅に置く。し、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。事務所は会長宅に置く。は会長宅に置く。に置く。置く。く。

目　的

　第２条　本連盟は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。コーラス連盟会則の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図ると称し、事務所は会長宅に置く。区コーラス連盟会則内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図るの普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図るアマチュアコーラス連盟会則団体相互の親睦と向上を図るの普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る親睦と向上を図ると称し、事務所は会長宅に置く。向上を図るを図る図るる

　　　　　　こと称し、事務所は会長宅に置く。を図る目的と称し、事務所は会長宅に置く。する。

事　業

　第３条　本連盟は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。第２条の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る目的達成のために次の事業を行う。の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図るために置く。次の事業を行う。の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る事業を図る行う。う。

　　　　　　（１）　コーラス連盟会則の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図ると称し、事務所は会長宅に置く。発表に関すること。に置く。関すること。すること称し、事務所は会長宅に置く。。

　　　　　　（２）　加盟団体の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る親睦と向上を図ると称し、事務所は会長宅に置く。交流に関すること。に置く。関すること。すること称し、事務所は会長宅に置く。。

　　　　　　（３）　コーラス連盟会則の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る技術向上を図るに置く。関すること。すること称し、事務所は会長宅に置く。。

　　　　　　（４）　活動場所は会長宅に置く。確保に関すること。に置く。関すること。すること称し、事務所は会長宅に置く。。

　　　　　　（５）　その普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る他必要な事項な事項事項

組織・運営

　第４条　本連盟は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。第２条の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る趣旨に賛同するアマチュアコーラス単位団体で組織する。ただ　に置く。賛同するアマチュアコーラス単位団体で組織する。ただ　するアマチュアコーラス連盟会則単位団体で組織する。ただ　組織する。ただ　

　　　　　　し、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。小中学校児童生徒を主体とする団体は除く。を図る主体と称し、事務所は会長宅に置く。する団体は除く。く。

　第５条　本連盟の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る加盟及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図るび退会は運営委員会において審議承認する。退会は運営委員会に置く。おいて審議承認する。審議承認する。する。

　第６条　本連盟に置く。次の事業を行う。の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る役員を図る置く。く。

 　　　　　　　　　　会　長　 １名

　　　　　　　　　 　副会長　若干名

　　　　　　　　　 　書　記　 ３名

　　　　　　　　　 　会　計　 ２名

　　　　　　　　　 　監　事　 ２名

　　　　　　　　　 　相談役　若干名を図る置く。くこと称し、事務所は会長宅に置く。がで組織する。ただ　きる。

　　　　　（１）　会長は本連盟を図る代表に関すること。し、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。他の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る役員はこれを図る補佐する。する。

　　　　　（２）　監事は本連盟の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る事業及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図るび退会は運営委員会において審議承認する。会計を図る監査する。する。

　第７条　役員の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る選出と任期と称し、事務所は会長宅に置く。任期

　　　　　（１）　役員は運営委員会の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る協議に置く。より決定する。決定する。する。

　　　　　（２）　役員の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る任期は２年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。と称し、事務所は会長宅に置く。し、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。再任を図る妨げない。原則として最大３期までとする。げな事項い。原則と称し、事務所は会長宅に置く。して審議承認する。最大３期まで組織する。ただ　と称し、事務所は会長宅に置く。する。

　　　　　　　　 任期中交代の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る場合は、その前任者の残任期間とする。は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。その普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る前任者の残任期間とする。の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る残任期間とする。と称し、事務所は会長宅に置く。する。
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会　議

　第８条　本連盟の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る会議は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。役員会と称し、事務所は会長宅に置く。運営委員会と称し、事務所は会長宅に置く。し、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。必要な事項に置く。応じ、会長が招集する。じ、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。会長が招集する。する。

　第９条　本連盟に置く。運営委員会を図る置く。く。

　　　　　　（１）　運営委員会は役員と称し、事務所は会長宅に置く。一般団体の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る代表に関すること。で組織する。ただ　構成のために次の事業を行う。する。

　　　　　　（２）　運営委員会は本連盟の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る最高の議決執行機関とする。の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る議決執行う。機関すること。と称し、事務所は会長宅に置く。する。

　　　　　　（３）　運営委員会は年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。度初めに開催する。めに置く。開催する。する。

　第１０条　本連盟は必要な事項に置く。応じ、会長が招集する。じて審議承認する。委員会を図る設けることができる。けること称し、事務所は会長宅に置く。がで組織する。ただ　きる。

会　計

　第１１条　本連盟の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る経費は、加盟団体の会費およびその他の収入をもって充てる。は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。加盟団体の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る会費は、加盟団体の会費およびその他の収入をもって充てる。および退会は運営委員会において審議承認する。その普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る他の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る収入をもって充てる。を図るもって審議承認する。充てる。て審議承認する。る。

　　　　　　　（１）　一般団体の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る会費は、加盟団体の会費およびその他の収入をもって充てる。は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。入をもって充てる。会金３，０００円、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。会費は、加盟団体の会費およびその他の収入をもって充てる。３，０００円と称し、事務所は会長宅に置く。する。

　　　　　　　（２）　本連盟の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る会計年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。度は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。毎年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。４月１日より翌年３月３１日までとする。より決定する。翌年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。３月３１日より翌年３月３１日までとする。まで組織する。ただ　と称し、事務所は会長宅に置く。する。

付　則

　第１２条　この普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る会則は運営委員会の普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る議決を図る経て審議承認する。改正することができる。すること称し、事務所は会長宅に置く。がで組織する。ただ　きる。

　第１３条　この普及と区内のアマチュアコーラス団体相互の親睦と向上を図る会則は、杉並区コーラス連盟と称し、事務所は会長宅に置く。昭和４８年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。７月１８日より翌年３月３１日までとする。より決定する。実施する。する。

　　　　　　　昭和４９年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。２月　一部改正することができる。

　　　　　　　昭和５５年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。４月　一部改正することができる。

　　　　　　　平成のために次の事業を行う。  ６年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。４月　一部改正することができる。

　　　　　　　平成のために次の事業を行う。  ８年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。４月　一部改正することができる。

　　　　　　　平成のために次の事業を行う。  ９年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。４月　一部改正することができる。

　　　　　　　平成のために次の事業を行う。１３年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。４月　一部改正することができる。

　　　　　　　平成のために次の事業を行う。１６年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。４月　一部改正することができる。

　　　　　　　平成のために次の事業を行う。２５年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。４月　一部改正することができる。

　　　　　　　平成のために次の事業を行う。２６年とし、再任を妨げない。原則として最大３期までとする。４月　一部改正することができる。

（H26.4.）
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